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指定ごみ袋購入チケット回収事業の実施及び 

チケット回収事業の終了について 

 

 この事業は、各家庭で使用しなかった旧年度の「指定ごみ袋購入チケット」を回収し、上伊那

広域連合が、その回収実績に応じて、市内小学校（児童会）に奨励金を交付するものです。 

 長年、各地区の環境美化推進組合の皆様には、本事業にご賛同いただき、児童会の支援にご協

力をいただいておりますことを感謝申し上げます。 

 つきましては、本年度もチケット回収事業を下記のとおり実施いたしますので、ご協力のほど

宜しくお願いいたします。 

なお本事業は、平成 22年度より、子どもたちの環境学習の一環としてのごみ減量化・資源化へ

の実践的な取組として実施してまいりましたが、初期の目的を達成したことから、令和７年度を

もって事業を終了することが決定いたしました。 

改めまして、皆様方におかれましては、長い間本事業にご協力いただきましたことを感謝申し

上げるとともに、引き続き、ごみ減量化に向けた取り組みにご協力賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

記 

１ 事業内容  

・回収袋（封筒）を回覧等で回していただき、回収をお願いします。回収したチケットは、各

通学区の小学校の回収分と合わせて、回収実績となります。 

※チケットは１枚１点となり、点数は、１点 10円に換算されます。 

 

２ 提出期限等 

  提出期限：６月 27日（金） 

  可能な限り各区環境美化推進連合組合長がまとめて提出をお願いします。 

  提出場所：市役所生活環境課、中沢・東伊那支所、市民サービスコーナー（駒ヶ根駅舎内） 

 

３ その他 

・回覧等により周知をしていただき、ご協力いただける範囲で回収をお願いします。 

（隣組に加入されていない世帯の方は、上記提出場所へ直接ご提出ください) 

・小学校児童がいるご家庭は、児童会またはＰＴＡで回収します。 

隣 組 回 覧 

生活環境課 環境衛生係 

TEL：83-2111 

（内線：541～543） 


